
契約状況表（維持管理業務（料金収受業務）に関する契約一覧）（令和７年度）

支社等名 業務名 業務場所 業務概要 契約相手方名 契約年月日 履行期間（自） 履行期間（至）
契約金額（円）

（消費税及び地方消費税込み）
備考

東京 東京支社管内料金収受業務（2025年度） 神奈川県川崎市宮前区南平台～愛知県豊橋市加茂町地内 東京支社が管理する料金所における料金収受業務を実施するもの 中日本エクストール横浜株式会社 令和7年3月31日 令和7年4月1日 令和8年3月31日 5,281,650,000

東京 横浜青葉本線料金所　料金収受業務（２０２５年度） 神奈川県横浜市青葉区下谷本町地内～神奈川県横浜市青葉区下谷本町地内 東京支社及び首都高速道路が管理する道路における料金収受業務を委託するもの 中日本エクストール横浜株式会社 令和7年3月28日 令和7年4月1日 令和8年3月31日 50,050,000

東京 ２０２５年度八王子支社管内料金収受業務

八王子支社
中央自動車道（富士吉田線）三鷹本線料金所から富士吉田本線料金所
中央自動車道（西宮線）勝沼料金所から諏訪料金所
長野自動車道　岡谷料金所から安曇野料金所
首都圏中央連絡自動車道　高尾山料金所から八王子西料金所
中部横断自動車道　白根料金所から富士川本線料金所
東富士五湖道路　富士吉田料金所から須走料金所
中部縦貫自動車道（安房峠道路）　平湯料金所
八王子統括料金所
大月統括補助料金所
甲府統括補助料金所
松本統括補助料金所
八王子支社※1管内IC等会社が指定する料金所等
※1　支社統合後は「東京支社」と読み替えるものとする

八王子支社が管理する料金所における料金収受業務を実施するもの 中日本エクストール横浜株式会社 令和7年3月28日 令和7年4月1日 令和8年3月31日 2,869,900,000

名古屋 名古屋支社管内料金収受業務（2025年度）

新東名高速道路 （新城～岡崎東） 全 ２料金所
東名高速道路 （豊川～春日井） 全 ８料金所
名神高速道路 （小牧～八日市） 全 ６料金所
中央自動車道 （伊北～小牧東） 全 １３料金所
北陸自動車道 （木之本～米原） 全 ３料金所
東海北陸自動車道 （一宮稲沢北～白川郷） 全 １５料金所
東名阪自動車道 （名古屋西～亀山） 全 １１料金所
東海環状自動車道 （豊田松平～本巣） 全 １３料金所
東海環状自動車道 （大野神戸～養老） 全 ３料金所
東海環状自動車道 （いなべ～東員） 全 ３料金所
名古屋第二環状自動車道 （有松～飛島本線） 全 ４１料金所
伊勢湾岸自動車道 （豊田東～みえ朝日） 全 ２１料金所
新名神高速道路 （菰野） 全 １料金所
伊勢自動車道 （伊勢関～伊勢本線） 全 ９料金所
紀勢自動車道 （大宮大台～紀伊長島） 全 ３料金所
全１５２料金所
一宮社屋（未課金応対業務、スマートIC 遠隔応対業務） 全 ２箇所
（※未課金応対業務は一宮、長久手、東海合併料金所を含む）

名古屋支社が管理する料金所における料金収受業務を実施するもの 中日本エクストール名古屋株式会社 令和7年4月1日 令和7年4月1日 令和8年3月31日 10,006,722,000

金沢 2025年度　金沢支社管内料金収受業務 北陸自動車道、東海北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、能越自動車道の各料金所 金沢支社が管理する料金所における料金収受業務を実施するものである。 中日本エクストール名古屋株式会社 令和7年3月28日 令和7年4月1日 令和8年3月31日 2,232,615,000

維持管理業務について当社と子会社との契約状況を掲載しています。
料金収受業務は、高度で専門知識や技術を必要とする、高速道路における料金収受業務を実施するものであり、当社と子会社との間で協定を締結し、実施しているものです。


